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第 ８ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和８年２月24日(火曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時25分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第12号) 

議案第２号 令和７年度熊本県中小企業振

興資金特別会計補正予算(第１号) 

議案第12号 令和７年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予算

(第４号) 

議案第16号 令和７年度熊本県電気事業会

計補正予算(第４号) 

議案第17号 令和７年度熊本県工業用水道

事業会計補正予算(第５号) 

議案第18号 令和７年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算(第２号) 

議案第35号 指定管理者の指定について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 髙 島 和 男 

        副委員長 南 部 隼 平 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 髙 井 千 歳 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 清 田 克 弘 

        総括審議員兼医監 山 口 喜久雄 

             政策審議監 枝  國 智  子 

         環境局長 原  田 義  隆 

      県民生活局長 中 川 博 文 

      環境政策課長 木 原   徹 

     水俣病保健課長 中 田 幸 一 

     水俣病審査課長 塚 本   健

    環境立県推進課長 若 杉   誠 

      環境保全課長 廣  畑 昌  章 

       自然保護課長 野  田 貞  幸 

首席審議員 

   兼循環社会推進課長 村 岡 俊 彦 

   くらしの安全推進課長 岸 森 法 夫 

       消費生活課長 浦 田 武 史 

男女参画・協働推進課長  小佐井  郁  里 

     人権同和政策課長 山 本 智 勇 

商工労働部 

          部 長 上 田 哲 也 

        政策審議監  佐 﨑 一 晴 

     商工雇用創生局長 時 田 一 弘 

            産業振興局長 中 島 一 哉 

       商工政策課長 佐 藤   豊 

     商工振興金融課長 村 上 友 彦 

     労働雇用創生課長 荒 木 貴 志 

        産業支援課長 小 松 篤 史 

エネルギー政策課長 吉 澤 和 宏 

       企業立地課長 山 田 純 子 

販路拡大ビジネス課長 渡 辺 陽  司 

観光文化部 

          部 長 脇   俊 也 

        政策審議監 川  㟢 典  靖 

     観光文化政策課長 佐 方 美 紀 

       観光振興課長 浦 本 雄 介 

   スポーツ交流企画課長 松 尾 亮 爾 

 企業局 

          局 長 久 原 美樹子 

首席審議員 

兼総務経営課長 馬 場 幸 一
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         工務課長 福 本 政 洋 

労働委員会事務局 

          局 長 浦 田 美 紀 

       審査調整課長 守 屋 芳 裕 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

        議事課主幹 須 田 恵美子 

    政務調査課課長補佐 那 須    豊 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○髙島和男委員長  ただいまから第８回経

済環境常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を行いたいと思います。 

 説明については、環境生活部、商工労働

部、観光文化部、企業局、労働委員会の順に

お願いします。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま簡潔にお

願いします。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、清田環境生活部長。 

 

○清田環境生活部長 環境生活部の議案の概

要について御説明させていただきます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

件でございます。 

 委員会説明資料の１ページ、令和７年度２

月補正予算総括表を御覧ください。 

 補正額(Ｂ)欄に記載のとおり、総額２億

2,000万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 今年度の所要見込額を踏まえた事業費の減

額等のほか、国の経済対策に対応するための

経費及び事業費確定に伴う国庫支出金返納金

を計上しています。 

 これによりまして、特別会計を含めた環境

生活部の令和７年度の予算総額は、一番下の

段になりますけれども、総合計の左から３列

目のとおり、162億9,000万円余となります。 

 そのほか、繰越明許費や債務負担行為につ

いてもお諮りしております。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 説明資料、２ページをお願いいたします。 

 公害対策費について、144万円の増額補正

をお願いしておりますが、右側説明欄のとお

り、環境政策課職員給与の増額分を計上して

おります。 

 当初予算においては、前年度在籍の職員給

与を基に算定しておりましたので、今年度の

職員給与に合わせて補正するものです。 

 この職員給与の補正につきましては、各部

も同様でございますので、各所属からの説明

は省略させていただきます。 

 環境政策課は以上です。 

 

○中田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 ２段目の公害保健費につきまして、9,000

万円余の減額と２億5,800万円余の増額、差

し引きまして１億6,800万円余の増額補正を

お願いしております。 

 まず、減額の理由ですが、資料右側の説明

欄に記載しておりますとおり、いずれの事業

につきましても、所要見込額の減によるもの

でございます。 

 主な事業の減額の理由を御説明させていた
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だきます。 

 １、公害被害者救済対策費の水俣病関連情

報発信支援事業の減額理由は、水俣病関係の

資料保存に取り組む民間団体からの補助申請

額が当初見込みを下回ることなどによるもの

でございます。 

 ３、水俣病総合対策事業費の(1)水俣病総

合対策等事業と(3)水俣病総合対策費等扶助

費の減額理由は、いずれも水俣病関係の手帳

をお持ちの方の療養費が当初見込みを下回る

ことなどによるものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ４、国庫支出金返納金の増額補正をお願い

しております。 

 これは、令和６年度の国庫補助金額の確定

に伴い、国から概算で受け入れていた補助金

のうち、超過受入れ分を国へ返納するもので

ございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 水俣病総合対策事業等委託業務につきまし

て、11月定例会で4,400万円余の債務負担行

為を設定していただいておりますが、今回新

たに7,800万円余を加え、合計で１億2,300万

円余の設定をお願いしております。 

 今回の設定分は、水俣病発生地域における

健康診査や水俣病関係の相談窓口業務を市町

等に委託する業務など、令和８年度当初から

の実施に向け、年度内に契約を締結する必要

がある事業について、水俣病審査課の分も含

め、債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 水俣病保健課は以上です。 

 

○塚本水俣病審査課長 水俣病審査課です。 

 ６ページをお願いします。 

 ２段目、公害保健費ですが、2,500万円余

の減額補正をお願いしています。 

 説明欄の１、公害被害者救済対策費につき

ましては、いずれも所要見込額の減によるも

のですが、(1)の公害健康被害認定審査会

は、年度内の開催状況等を、(2)の水俣病認

定検診費は、年度内の検診等の実施見込み

を、(3)の争訟対策費は、裁判や行政不服審

査に係る年度内の審理日程等をそれぞれ踏ま

えたものでございます。 

 また、２の水俣病総合対策事業費の治療研

究事業につきまして、これは、認定申請中の

方に対し、治療等に要した経費の一部を助成

する事業でございますが、実績が当初の想定

を上回る見込みのため、増額をお願いするも

のでございます。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 ７ページをお願いします。 

 ２段目の計画調査費ですが、説明欄の水保

全協働推進事業は、公益財団法人くまもと地

下水財団負担金の所要額が見込みを下回った

ことによる減です。 

 次に、３段目の公害対策費です。 

 説明欄の１の環境保全基金積立金は、運用

利息額確定に伴う増になります。 

 ２の環境センター運営事業は、委託料等の

所要額が見込みを下回ったことによる減で

す。 

 説明欄の３、(1)番、地下水ビジュアライ

ズ発信事業は、デジタル活用推進事業債を活

用することによる財源更正になります。 

 (2)番、地下水利用の影響の最小化に向け

た涵養拡大事業は、水田涵養事業拡大に伴う

公益財団法人くまもと地下水財団負担金の所

要額が見込みを下回ったことによる減になり

ます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 説明欄の４、(1)番、県民ゼロカーボン行

動促進事業は、県民会議開催等に関する事務

費が見込みを下回ったことによる減になりま

す。 
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 (2)番、2050くまもとゼロカーボン推進事

業は、初期投資ゼロモデルによる県有施設へ

の再エネ設備導入に伴う既存設備の改修が不

要となったことなどによる減になります。 

 (3)番、市町村派遣職員人件費負担金は、

南関町からの派遣職員人件費の給与改定に伴

う増になります。 

 ２段目の工業用水道事業会計等繰出金につ

いてです。 

 説明欄の工業用水道事業会計繰出金は、職

員の基礎年金拠出金に係る公的負担等の経費

が見込みを下回ったことによる減と工業用水

道事業者に対する電力価格高騰に係る影響緩

和に必要な費用の支援に要する経費を計上し

たものになります。 

 続きまして、９ページは、繰越明許費でご

ざいます。 

 初期投資ゼロモデルによる県有施設への再

エネ設備等を導入する計画について、年度途

中に見直しが発生し、令和７年度内に工事が

完了しないことが見込まれるため、繰越しの

設定をお願いするものです。 

 続いて、10ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加です。 

 地球温暖化防止活動推進事業について、県

地球温暖化防止活動推進センターを通した普

及啓発活動を年度当初から速やかに開始する

ため、債務負担行為の設定をお願いするもの

です。 

 環境立県推進課は以上です。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 11ページをお願いいたします。 

 １段目の公害対策費でございますが、総額

1,167万円の減額補正でございます。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 ２の環境政策推進費は、329万円余の減額

を計上しておりますが、環境アセスメントの

審査件数が当初見込みより少なかったことに

伴う減でございます。 

 次に、上から２段目、公害規制費でござい

ますが、総額4,355万円余の減額補正でござ

います。 

 右側の説明欄、１の公害防止指導費は、

663万円余の減額を計上しておりますが、こ

のうち、(3)有機フッ素化合物(ＰＦＯＳ及び

ＰＦＯＡ)対策事業は、飲用井戸所有者等が

行う水質検査補助金が予算額を下回ったため

減額するものでございます。 

 ２の公害監視調査費は、3,691万円余の減

額を計上しておりますが、このうち、(2)環

境放射能水準調査は、原子力規制庁の予算削

減による検出機器更新の見送りに伴う減でご

ざいます。 

 12ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 (6)水質環境監視事業は、水質調査業務に

係る入札残に伴う減でございます。 

 次に、２段目の環境整備費は、１億1,909

万円余の減額を計上しております。 

 右側の説明欄、上水道費の(2)衛星画像解

析技術活用漏水調査事業は、市町村と共同で

行う事業でございますが、参加市町村数が当

初見込みを下回ったこと及び入札に伴う減で

ございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 大気汚染監視業務に係る分析業務委託の限

度額につきまして、ＰＭ2.5成分分析業務委

託の追加に伴う263万円余への増額をお願い

するものでございます。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○野田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 14ページをお願いします。 

 まず、鳥獣保護費でございます。 

 総額1,460万円余の減額を計上しておりま

す。 
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 説明欄３の(1)特定外来生物防除対策事業

の420万円余の減額につきましては、国庫内

示減に伴うものです。 

 次に、２段目の自然保護費でございます。 

 総額100万円余の増額を計上しておりま

す。 

 これは、説明欄１の自然環境保全対策事業

費と２の職員給与費を合算したものです。 

 なお、特定外来生物スパルティナ属防除対

策事業の300万円の減額につきましては、国

庫内示減に伴うものです。 

 15ページをお願いします。 

 観光費でございますが、総額6,650万円余

の減額を計上しております。 

 説明欄２の(3)国立公園満喫プロジェクト

推進事業の減額につきましては、国庫内示減

に伴うものです。 

 対象は、阿蘇くじゅう国立公園４か所、雲

仙天草国立公園２か所であり、減額に伴い、

実施の見送りや事業課間の調整を行いまし

た。 

 なお、実施を見送った箇所の一部につきま

しては、令和８年度予算において、国に対し

再度要望を行っております。 

 16ページをお願いします。 

 繰越明許費です。 

 観光費でございますが、事項の欄、国立公

園満喫プロジェクト推進事業につきまして

は、国立公園等の施設整備や改修を行うもの

です。 

 自然保護課は以上です。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 説明資料、17ページを御覧ください。 

 ２段目の環境整備費につきまして、5,216

万円余の減額補正をお願いしております。 

 内訳につきましては、右側の説明欄を御覧

ください。 

 まず、１の一般廃棄物等対策費につきまし

ては、47万円余の減額補正をお願いしており

ます。 

 これは、災害廃棄物処理支援事業の訓練委

託費の所要見込額の減でございます。 

 次に、２の産業廃棄物対策費につきまして

は、(1)産業廃棄物適正処理事業、(2)ＰＣＢ

廃棄物処理対策事業、(3)産業廃棄物事業者

育成指導及び支援事業、(4)サーキュラーエ

コノミー移行支援事業、これらは、委託料及

び補助金等の所要額の減によるもので、合わ

せて4,437万円余の減額補正をお願いしてお

ります。 

 次に、３の産業廃棄物等特別対策事業費に

つきましては、1,260万円余の減額補正をお

願いしております。 

 これは、廃棄物処理計画策定委託費の所要

額の減でございます。 

 18ページを御覧ください。 

 続いて、４の産業廃棄物税基金積立金につ

きましては、基金使途事業の執行残等の積立

て見込額を多く計上していたために378万円

余の減額補正をお願いしております。 

 最後に、５の国庫支出金返納金でございま

すが、906万円余の増額補正をお願いしてお

ります。 

 これは、海岸漂着物等地域対策推進事業国

庫返納金として、令和６年度に実施いたしま

した海岸漂着物等地域対策推進事業におい

て、交付額が確定し、漂着物の量が見込みよ

り少なかったこと等による執行残を返納する

ものでございます。 

 19ページを御覧ください。 

 繰越明許費の１件でございます。 

 これは、令和７年６月議会で予算の議決を

いただきました最終処分場設置事業者が実施

するＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの流出防止対策へ

の補助について、令和７年度内に対策が完了

しない見込みのため、環境衛生費１億円の繰

越しをお願いするものでございます。 

 20ページを御覧ください。 
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 債務負担行為の追加２件でございます。 

 １段目の産業廃棄物適正処理対策業務は、

廃棄物処理に係る法律相談業務として、弁護

士との顧問契約に要する経費でございます。 

 ２段目のエコアくまもと環境教育推進事業

は、エコアくまもとにおける環境教育の実施

委託に要する経費でございます。 

 いずれも年度当初からの契約が必要となる

ため、66万円と1,533万円を限度額として債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 循環社会推進課は以上です。 

 

○岸森くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 21ページをお願いします。 

 ２段目の諸費でございますが、630万円の

減額補正をお願いしております。 

 これは、犯罪被害者見舞金の給付実績が当

初の見込みを下回ったことによるものでござ

います。 

 ４段目の青少年育成費でございますが、

150万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 これは、青少年育成費のうち、グローバル

ジュニアドリーム事業の旅行手配に係る業務

委託の入札残等による減額でございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加が３件ございまして、

いずれも犯罪被害者の支援に係る業務委託で

あります。 

 上段の性暴力被害者サポートセンター運営

業務は、被害に遭われた方々からの相談等に

対応するものでございます。 

 中段の犯罪被害者等支援コーディネート業

務は、令和８年度から開始する予定の多機関

ワンストップサービス体制において、支援の

要となるコーディネート業務を年度当初から

実施するものでございます。 

 最後の犯罪被害者見舞金相談窓口関係業務

は、見舞金の申請に関する支援業務でござい

ます。 

 いずれの業務も、年度替わりの時期にも切

れ目なく実施することができるよう、債務負

担行為の設定をお願いするものです。 

 くらしの安全推進課は以上です。 

 

○浦田消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 説明資料の23ページをお願いします。 

 消費者行政推進費でございますが、1,200

万円余の減額をお願いしております。 

 右側の説明欄をお願いします。 

 ２の消費者行政推進費の地方消費者行政推

進事業は、市町村の消費者行政の体制強化の

支援などに要する経費で、所要見込額の減に

よるものでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 消費者生活再生総合支援事業は、多重債務

者等に対する総合的な生活再生支援を行うも

のでございます。 

 年度替わりでも切れ目なく対応できるよう

に、債務負担行為をお願いしております。 

 消費生活課は以上でございます。 

 

○小佐井男女参画・協働推進課長 男女参

画・協働推進課です。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 ２段目の諸費ですが、ふるさとくまもと応

援寄附金の仕組みを使ったＮＰＯ法人等への

財政支援制度におきまして、本年度の交付額

の確定等に伴い、56万円余の減額をお願いし

ております。 

 次の３段目の社会福祉総務費ですが、右側

説明欄の２、社会福祉諸費は、くまもと県民

交流館パレアのＬＥＤ照明器具の更新等の管

理運営事業費の所要見込額の減として、67万

円余の減額をお願いしております。 

 また、３、男女共同参画推進事業費は、
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(2)のくまもとの女性活躍促進事業における

国の地域女性活躍推進交付金の内示額の減等

に伴いまして、157万円余の減額をお願いし

ております。 

 説明は以上でございます。 

 

○山本人権同和政策課長 人権同和政策課で

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 上段、諸費の減額補正をお願いしておりま

す。 

 右側説明欄、人権啓発推進費の(1)は、国

の委託事業として市町村が行う人権啓発活動

を支援する経費、(2)は、当課が行う広報・

啓発事業に要する経費です。ともに国庫内示

減に伴う減額でございます。 

 次に、27ページをお願いします。 

 債務負担行為の追加です。 

 これは、プロバスケットボールチーム、熊

本ヴォルターズと連携協力した人権啓発業務

を委託するものでございます。 

年度当初から実施する必要があるため、債

務負担行為の設定をお願いしております。 

 人権同和政策課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、商工労働部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 まず、上田商工労働部長。 

 

○上田商工労働部長 おはようございます。

商工労働部でございます。 

 議案の説明に先立ちまして、県内の景気、

雇用情勢、当部の最近の動きにつきまして、

概略を申し上げます。 

 初めに、２月５日に公表されました日銀の

金融経済概観では「熊本県内の景気は、緩や

かに回復している｡」と、９か月連続で判断

を据え置かれました。 

 また、令和７年12月の本県の有効求人倍率

は1.11倍と、前月から0.01ポイントの低下と

なりましたが、引き続き人手不足の状況が続

いており、今後も状況を注視してまいりま

す。 

 次に、ＪＡＳＭ第２工場の動向につきまし

ては、報道にも出ているとおり、２月５日に

ＴＳＭＣのシーシー・ウェイ会長が高市総理

を表敬訪問し、３ナノレベルの最先端半導体

を生産する計画に変更を検討している旨表明

されました。 

 県としては、引き続き、第２工場の建設、

操業開始に向けて支援してまいります。 

 続きまして、地域産業成長プランの策定に

ついてです。 

 現在、国では、地域ごとの産業クラスター

形成などを目的とする地域未来戦略の策定に

向けた検討が進められています。この中で、

各都道府県でも、地場産業の成長プランを策

定していくことが求められており、今後開催

を予定する有識者会議において意見を聴きな

がら、産学官金が連携したエコシステムの形

成や中小企業の人材育成等のプランを示して

まいります。 

 最後に、くまもと型小規模事業者持続化補

助金、通称くまもと型応援補助金についてで

す。 

 11月定例会で議決いただきました本補助金

につきましては、本日から申請受付を開始い

たしました。今定例会に提案している国の経

済対策を活用した独自の地域活性化策も含

め、事業者の賃上げ環境の整備等の取組をし

っかりと後押ししてまいります。 

 それでは、今回提案しております商工労働

部の議案等の概要について御説明いたしま

す。 

 資料の28ページをお開きください。 

 補正欄(Ｂ)の欄の下段にございますとお

り、合計で18億3,300万円余の増額補正をお

願いしております。 

 その主な内容としましては、国の経済対策
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を活用した独自の地域活性化策として、燃料

費高止まりなどの影響を受けるトラック運送

事業者や事業承継、価格転嫁、ＤＸ等に取り

組む事業者への支援に要する経費及び各事業

の所要見込額の減額等でございます。 

 そのほか、繰越明許費の設定及び債務負担

行為の追加についてもお諮りしています。 

 詳細につきましては、関係課長から説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○佐藤商工政策課長 商工政策課です。 

 説明資料の29ページをお願いします。 

 １段目の計画調査費の説明欄１のふるさと

くまもと創造人材奨学金返還等サポート事業

ですが、奨学金返還等を支援する人数等の確

定に伴う所要見込額の減によるものでござい

ます。 

 ２の奨学金返還支援基金積立金は、ただい

ま説明しました１の事業の支援人数等確定に

伴い、支援の原資となります参加企業からの

寄附金等の所要見込額が減になったものでご

ざいます。 

 ３段目の職業訓練総務費の半導体研修受講

支援事業ですが、民間における半導体研修受

講等の経費を支援する市町村に対し補助する

事業でございますが、今年度事業を実施する

水俣市の所要見込額に合わせて減額するもの

でございます。 

 30ページをお願いします。 

 国の経済対策を活用した事業については、

その旨を記載しております。 

 商業総務費の説明欄２の(2)中小企業等価

格転嫁力・交渉力強化支援事業は、適切な価

格転嫁を定着させていくため、商工団体が実

施する事業者向けの講習会の開催や専門家派

遣等を支援するものでございます。 

 (3)のくまもと産業ＥＸＰＯ開催支援事業

ですが、令和５年度、６年度に県主催で開催

したくまもと産業復興ＥＸＰＯに代わりまし

て、令和８年度は、テーマも変更の上、民間

団体でありますくまもと半導体グリーンイノ

ベーション協議会が中心となります実行委員

会による開催が予定されております。 

 本事業は、その実行委員会に対して、開催

経費の一部を助成するものでございます。 

 ２段目の中小企業振興費の１、組織化指導

費補助及び次ページ、31ページになります

が、３の商工会商工会議所・商工会連合会補

助は、中小企業団体中央会、商工会商工会議

所等に対する人件費補助でございます。 

 これにつきまして、所要見込額の増及び国

の重点支援地方交付金活用に伴う財源更正を

行うものでございます。 

 31ページの２、トラック物流持続的発展支

援事業で７億6,400万円余の増額補正をお願

いしております。 

 人材不足や高齢化が深刻なトラック運送業

の現状を踏まえ、県トラック協会が実施する

トラックドライバーの人材確保や価格転嫁の

取組を支援するものでございます。 

 あわせて、燃料費の高止まりなど、輸送コ

スト上昇の影響を受ける貨物運送事業者に対

し、トラック車両１台当たり４万円――軽ト

ラは１万2,000円になりますが、の定額支援

金を交付するものでございます。 

 続きまして、32ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 いずれも、昨年末の国の経済対策を受け、

今回の２月補正で計上している事業でござい

まして、年度内の執行が困難であるため、繰

越しの設定をお願いするものでございます。 

 33ページをお願いします。 

 債務負担行為につきまして、いずれも年度

当初からの契約が必要なため、債務負担の設

定をお願いするものでございます。 

 商工政策課は以上です。 
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○村上商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 説明資料の34ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計についてでございますが、

商業総務費の説明欄１の(1)商店街等売上回

復支援事業は、商店街等が実施する集客イベ

ントの実施などの売上げ回復に資する取組、

(2)こどもキラキラ商店街支援事業は、商店

街を活用した子供主体の体験活動や空き店舗

への出店等の取組に対して支援を行うもので

ございます。 

 ２の国庫支出金返納金は、熊本地震に係る

グループ補助金で取得した財産の処分等に伴

う事業者からの返納金のうち、国庫分を国へ

返還するものでございます。 

 35ページをお願いします。 

 中小企業振興費の説明欄２の中小企業金融

総合支援事業は、県制度融資に係る事務費及

び保証料補助の実績が予算額を下回ったため

減額するものでございます。 

 ３の(3)中小企業者事業再生等支援事業

は、県内中小企業者が経営改善に向けた計画

を策定するため、国の補助事業を活用する際

の自己負担分に対して支援を行うものでござ

います。 

 36ページをお願いいたします。 

 (4)事業承継・後継ぎ支援事業は、円滑な

事業承継のため、事業の引継ぎ準備、後継者

の育成、引継ぎ後の経営革新等の取組に対し

て支援を行うものでございます。 

 (5)サステナブル地域経済創出支援事業

は、持続可能な地域経済の確立のため、商工

団体や市町村等が連携して行う事業承継や創

業等の取組に対して支援を行うものでござい

ます。 

 37ページをお願いします。 

 上段の商工施設災害復旧費の説明欄、(2)

なりわい再建支援事業は、令和２年７月豪雨

に係るなりわい補助金について、公共事業の

影響等により復旧に着手できていない、また

は復旧が完了していない事業者に対応するた

め、国の補正予算を踏まえて計上するもので

ございます。 

 (3)被災事業者再建支援事業は、令和７年

８月豪雨に係る被災中小企業者再建支援補助

金について、４分の１の自己負担分に係る借

入れを受けた中小企業者等に対して利子助成

を行うものでございます。 

 38ページをお願いします。 

 高度化資金等を取り扱う中小企業振興資金

特別会計でございます。 

 中段の元金及び利子は、中小企業基盤整備

機構への償還金で、本年度の償還実績に応じ

て補正を行うものでございます。 

 39ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 上段の商工費、下段の災害復旧費ともに、

いずれの事業も、今回の２月補正に計上する

などにより年度内での事業完了が見込めない

ため、繰越しをお願いするものでございま

す。 

 40ページをお願いします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 上段のなりわい再建支援利子助成は、なり

わい補助金の自己負担分について、金融機関

から借入れを行われた場合に利子を助成する

ものでございます。 

 下段の被災事業者再建支援事業は、被災中

小企業者再建支援補助金に係る受付審査業務

等の委託について、年度当初から実施する必

要があるため、債務を設定するものでござい

ます。 

 41ページをお願いします。 

 被災事業者再建支援利子助成は、37ページ

で説明しました被災中小企業者再建支援補助

金の自己負担分について、金融機関から借入

れを行われた場合に利子を助成するものでご

ざいます。 

 42ページをお願いします。 
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 中小企業振興資金特別会計の債務負担行為

の追加でございます。 

 貸付償還台帳管理システムの保守業務の委

託について、年度当初から実施する必要がご

ざいますので、債務を設定するものでござい

ます。 

 商工振興金融課は以上でございます。 

 

○荒木労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 説明資料の43ページをお願いいたします。 

 中段の労働福祉費の説明欄、女性・高齢者

の活躍に向けた就労応援事業は、女性専用ト

イレの整備などの職場環境の改善やスポット

ワークの活用などの短時間、短期間雇用の導

入といった多様な働き方の推進に取り組む中

小企業、小規模事業者への支援に要する経費

で、国の経済対策を活用した新規事業とし

て、１億6,321万円余を計上しております。 

 下段の職業訓練総務費の説明欄２、職業能

力開発業務運営指導費の(1)熊本県職業能力

開発施設拠点化推進事業は、高等技術専門校

の建物の再整備に要する経費で、工事の入札

残等について減額するものでございます。 

 次の(2)リスキリング応援事業は、中小企

業や小規模事業者が生産性向上を目的に、従

業員に対し、業務に必要な知識や技術等を習

得させる場合の研修の受講料等を支援するも

ので、国の経済対策を活用した新規事業とし

て、7,825万円余を計上しております。 

 44ページをお願いいたします。 

 上段の右側説明欄３、認定訓練事業費の認

定訓練実施事業は、民間における職業訓練を

促進するため、中小企業の事業主や団体等が

行う認定職業訓練に必要な運営費等に対し助

成するものですが、各認定訓練校における訓

練実績を踏まえた所要見込額の増加に伴いま

して増額するものでございます。 

 下段の職業能力開発校費の説明欄３、職業

能力開発事業費のうち、(2)障がい者等訓練

手当は、公共職業能力開発施設の職業訓練を

受ける障害者等に手当を支給するもの、次の

(3)障がい者職業能力開発事業と(4)離職者訓

練事業は、いずれも厚生労働省からの委託を

受け、民間教育訓練機関等への再委託によ

り、それぞれ障害者、離職者への職業訓練を

実施するものですが、いずれも受講者数が計

画数を下回ったことに伴い減額するものでご

ざいます。 

 45ページをお願いいたします。 

 技術短期大学校費の説明欄２、短大運営費

の(2)技術短期大学校教育対策事業は、技術

短期大学校の各種機器整備の入札残について

減額するものでございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 いずれも、国の経済対策を活用し、今回の

２月補正予算で計上している事業であること

から、年度内の執行が困難であるため、全額

繰越しをお願いするものでございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 ４件いずれも、４月の年度当初から各種相

談等の事業を行うための委託契約を今年度内

に行う必要があることから、債務負担行為の

設定をお願いするものでございます。 

 労働雇用創生課は以上でございます。 

 

○小松産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 説明資料の48ページをお願いいたします。 

 まず、表３段目の工鉱業振興費についてで

す。 

 (1)の地場企業立地促進費補助は、地場企

業の県内における工場等の新増設に対して助

成を行うものです。 

 今年度の補助金交付を想定していた企業の

中に、増設部分の操業開始が後ろ倒しになる

などしたものがあったため、6,400万円余の

減額を計上しています。 
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 (5)半導体産学官連携推進事業は、産学官

連携による共同研究、人材育成等に対する補

助等を行うものです。 

 大学と企業の共同研究プロジェクトの事業

計画の変更等により、3,800万円余の減額を

計上しています。 

 次のページをお願いいたします。 

 (8)中小企業ＤＸ推進臨時補助事業では、

１億7,000万円の増額を計上しています。 

 これは、国の重点支援交付金を活用した経

済対策として実施するものです。 

 物価高騰が続く中でも、県内中小企業の賃

上げ環境を整備していくため、デジタル機器

等の導入による生産現場等の生産性向上を支

援いたします。 

 次に、産業技術センター費についてです。 

 50ページをお願いいたします。 

 ３、試験研究費の新規外部資金活用事業 

(特別支援事業)については、国立研究開発法

人科学技術振興機構等から受託を受けて実施

する試験研究でございますが、採択件数が当

初見込みよりも減少したことから、１億

4,800万円余の減額を計上しています。 

 以上、産業支援課では、合計で１億1,500

万円余の減額を計上しています。 

 続きまして、51ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費についてです。 

 中小企業ＤＸ推進臨時補助事業について

は、国の重点支援交付金を活用した上で、十

分な執行期間を確保するため、繰越明許費の

設定をお願いするものです。 

 そのほか、52ページのとおり、年度当初か

ら業務委託を行う必要がある３件の事項につ

いて、債務負担行為を追加しております。 

 産業支援課は以上でございます。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 53ページをお願いします。 

 １段目、説明欄の石油貯蔵施設立地対策等

交付金事業です。 

 これは、八代市の施設の石油貯蔵量が、昨

年度に引き続き国の基準を下回り、交付金の

対象外となるため、減額するものでございま

す。 

 次に、３段目の１、工業振興費の(1)ＲＥ1

00電力供給・利用促進事業の約１億円の減額

は、主に脱炭素先行地域における補助事業者

に対する交付金の減でございます。 

 (2)水素エネルギー普及啓発・利活用促進

事業は、県内の水素需要調査について、外部

委託ではなく、電子システムを利用し、県で

調査を実施したことによる委託料の減と、そ

の他の欄でございますけれども、企業版ふる

さと納税を充当したことによる財源更正でご

ざいます。 

 鉱業振興費は、委託料の執行残でございま

す。 

 続きまして、54ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費が２項目ございます。 

 電源立地地域対策交付金事業は、交付金の

対象市町村において、工事に必要な資材の調

達ができず、年度内の執行が困難であるため

繰り越すものでございます。 

 ＲＥ100電力供給・利用促進事業は、脱炭

素先行地域において補助対象事業者の発電施

設等の整備が令和８年度になると見込まれる

ため、繰り越すものでございます。 

 エネルギー政策課は以上です。 

 

○山田企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 説明資料の55ページをお願いします。 

 工鉱業総務費の説明欄を御覧ください。 

 ２の(1)企業立地促進費補助は、誘致企業

による事業所等の新設、増設に対する補助で

すが、企業の操業開始が令和８年度以降に延

期になったことや補助要件に達しなかったこ
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となどに伴い減額を行うものでございます。 

 (5)の県南地域企業誘致促進事業は、企業

グループや市町村等が行う人材確保に向けた

取組を支援する県南地域人材確保推進補助金

について、執行見込額の減に伴い減額をする

ものでございます。 

 56ページをお願いします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

でございます。 

 ２段目の利子を御覧ください。 

 菊池市で進めている県営工業団地の整備に

係る起債の償還利子につきまして、令和６年

度は借入れを行わなかったため、減額を行う

ものでございます。 

 ３段目の一般会計繰出金を御覧ください。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

が、県土地開発公社から工業団地購入のため

の原資として、当時、一般会計から借り入れ

ている貸付金の償還を行うもので、白岩産業

団地の売却収入分として増額を行うものでご

ざいます。 

 次に、57ページをお願いいたします。 

 繰越明許費です。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

について、新規県営工業団地菊池市事業区の

造成工事費において、工事内容の変更等に伴

い不測の日数を要したことや八代市事業区の

調査設計に時間を要すること等のため、繰越

し設定を行うものでございます。 

 企業立地課は以上です。 

 

○渡辺販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課です。 

 説明資料、58ページをお願いします。 

 農業総務費の説明欄１、農産物流通総合対

策費の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事

業は、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等への

対応に必要な施設整備に対して増額を行う全

額国庫補助の事業です。 

 事業費が見込みを上回ったことにより増額

するものです。 

 ２、ブランド確立・販路対策費の(1)県産

農林水産物等輸出推進総合支援事業について

は、輸出に取り組む事業者への補助を行う海

外ビジネス展開支援補助事業において、採択

件数や事業費が見込みを下回ったことにより

減額するものです。 

 (2)海外輸出拡大対策事業は、国の重点支

援交付金を活用するものであり、県内事業者

が海外の新市場にて実施するテストマーケテ

ィングや販路開拓に係る費用の支援に要する

経費です。 

 (3)ＧＦＰフラッグシップ輸出産地形成プ

ロジェクト事業は、海外の規制等に対応した

輸出産地形成に取り組む団体に対して助成を

行う全額国庫補助の事業です。 

 国からの内示が見込みを下回ったことによ

り減額するものです。 

 以上、合算して6,034万7,000円の増額補正

となっております。 

 次のページをお願いします。 

 商業総務費の説明欄２、物産振興費の(1)

から(3)については、いずれも国の重点支援

交付金を活用するものです。 

 (1)食のみやこ県産品消費拡大魅力発信事

業は、物産振興協会等が行う県内事業者の経

営力向上に向けた商品の高付加価値化や首都

圏等への県産品の魅力発信、販路開拓の取組

に要する経費です。 

 (2)「食のみやこ熊本」球磨焼酎消費拡大

推進事業は、国内外での販路拡大に向けた球

磨焼酎の魅力発信等に取り組む酒造組合等へ

の支援に要する経費です。 

 (3)くまもと県産酒物価高騰緊急支援事業

は、物価高騰の影響を受ける酒造業者や酒造

組合が行う消費喚起に係る取組に要する経費

です。 

 これらを合わせまして、２億5,000万余の

増額となっております。 

 61ページをお願いします。 
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 繰越明許費でございます。 

 補正予算で説明した輸出向けＨＡＣＣＰ等

対応施設整備事業、海外輸出拡大対策事業、

食のみやこ県産品消費拡大魅力発信事業、

｢食のみやこ熊本」球磨焼酎消費拡大推進事

業、くまもと県産酒物価高騰緊急支援事業

は、今年度から来年度にかけて実施すること

から、繰越しの設定をお願いするものです。 

 次のページをお願いします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 大阪での販路拡大やＰＲを行う専門スタッ

フに係る経費について、４月の年度当初から

業務遂行が必要であることから、債務負担行

為の追加をお願いするものです。 

 販路拡大ビジネス課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、観光文化部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 まず、脇観光文化部長。 

 

○脇観光文化部長 観光文化部関係の議案の

説明に先立ちまして、県内観光の現状につい

て御説明申し上げます。 

 直近の観光庁統計によると、昨年の１月か

ら11月末までの外国人延べ宿泊数は約161万

人と、過去最多であった一昨年の年間約147

万人を既に上回っています。特に、韓国や台

湾から継続して多くの方々に来訪いただいて

いる状況です。 

 国際線については、来月31日に、九州と台

中を初めて結ぶ熊本―台中線が新たに就航

し、台湾との直行便は週23便まで増便する予

定であることから、今後、台湾からのさらな

る来訪が期待されます。 

 このような好機をしっかりと捉え、国内外

からのさらなる誘客につなげるため、県内各

地の多様な歴史、文化、食等の資源の磨き上

げを行うとともに、これらの資源を生かした

観光の高度化、高付加価値化を進めてまいり

ます。 

 また、国の経済対策も活用しながら、物価

高騰等の影響を受ける観光関連事業者の支援

にもしっかりと取り組んでまいります。 

 それでは、観光文化部関係の議案の概要に

ついて御説明申し上げます。 

 資料、63ページをお開きください。 

 令和７年度２月補正予算では、総額で２億

262万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 所要見込額の減に伴う事業費減のほか、主

なものとしては、国の経済対策を活用し、宿

泊事業者が取り組む生産性向上に資する受入

れ環境整備への支援や、食や歴史・文化資源

を活用した新たな観光コンテンツの造成及び

販売に要する経費、人吉・球磨地域の観光資

源を生かした周遊プラン造成やモニターツア

ー実施等の支援に要する経費を計上していま

す。 

 あわせて、明許繰越しの設定を３件、債務

負担行為の追加を７件、条例等議案として、

指定管理者の指定を１件お諮りしています。 

 詳細については、この後、担当課長から御

説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○佐方観光文化政策課長 観光文化政策課で

す。 

 64ページをお願いします。 

 ２段目、計画調査費のうち、右の説明欄、

上段の１、文化企画推進費、下段の２、県立

劇場費、そして、次の65ページの商業総務費

のうち、伝統工芸振興費は、所要見込額の減

に伴う減額補正でございます。 

 66ページをお願いします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 上段の伝統工芸館管理運営業務について
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は、令和８年度から令和12年度までの５年間

の第５期指定管理期間の管理運営に要する経

費に係る債務負担行為の設定をお願いするも

のです。 

 下段の熊本地震震災ミュージアム情報発信

業務については、今年４月に熊本地震発生か

ら10年となることから、４月に実施するイベ

ントに要する経費に係る債務負担行為の設定

をお願いするものです。 

 飛びまして、73ページをお願いいたしま

す。 

 議案第35号、指定管理者の指定についてで

ございます。 

 先ほど御説明いたしました伝統工芸館管理

運営業務につきまして、一般財団法人熊本県

伝統工芸館を指定管理者として、令和８年４

月１日から令和13年３月31日まで指定するも

のでございます。 

 74ページをお願いいたします。 

 指定管理候補者の選定について御説明いた

します。 

 中段、４に記載のとおり、選定理由につき

ましては、施設の設立目的、指定管理制度の

趣旨をよく理解した事業計画となっているこ

と、また、経営状況も健全であり、安定的な

財政状況であること、加えて、学芸員等の専

門的知識を有する職員が在籍していることや

多言語対応が可能な職員が配置されているこ

とが評価されたことを踏まえ、指定管理候補

者として選定をしたものです。 

 なお、選定に当たりましては、75ページの

中ほどに記載の外部有識者による選考委員会

で審査していただいております。 

 観光文化政策課は以上です。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 資料、67ページにお戻り願います。 

 説明欄２の観光客誘致対策費としまして、

7,800万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 (1)市町村派遣職員人件費負担金は、今年

度新たに市町村から派遣された職員の人件費

に対する負担金でございます。 

 (2)インバウンド誘致推進事業の財源更正

は、昨年の大阪・関西万博における観光ＰＲ

経費について、企業版ふるさと納税による寄

附金を充当するものでございます。 

 (6)観光誘客プロモーション推進事業です

が、国庫を活用したプロモーション事業が不

採択になったことに伴い減額を行うものでご

ざいます。 

 (7)宿泊事業者受入環境整備緊急支援事業

は、経済対策分として、物価高騰により厳し

い経営状況にある宿泊事業者に対して、生産

性向上に資する取組を支援し、受入れ環境整

備を図るものでございます。 

 68ページをお願いいたします。 

 (8)食をフックにした誘客促進事業です

が、経済対策分として、国の補助事業を活用

し、地域の食と歴史、文化資源を組み合わせ

た新たな旅行商品の造成、販売を行うもので

ございます。 

 最後に、３、観光基本計画促進費のくま川

鉄道沿線周遊促進緊急支援事業ですが、くま

川鉄道の全線運行再開を見据え、人吉・球磨

地域の観光資源を生かして、地域を周遊でき

るプランの造成やモニターツアー等の実施を

支援し、くま川鉄道の利用促進及び沿線エリ

アを周遊する観光客の増加を目指すものでご

ざいます。 

 続きまして、69ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費の設定です。 

 先ほど経済対策分として御説明いたしまし

た右側に記載の３事業につきまして、来年度

にかけて事業を実施するため、繰越明許費の

設定をお願いするものです。 

 70ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加です。 
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 まず、九州観光機構派遣職員宿舎賃借です

が、九州観光機構に派遣する職員の宿舎とし

て、４月１日から借り上げ契約を行う必要が

あることから、債務負担行為の設定をお願い

するものです。 

 次に、｢マンガ県くまもと」構想推進事業

ですが、年度当初から、ＳＮＳにより、本県

ゆかりの漫画、アニメに関する情報発信など

を行うため、債務負担行為の設定をお願いす

るものです。 

 最後に、クルーズ船観光客受入体制強化推

進事業ですが、年度当初からクルーズ船入港

に伴う受入れ業務が発生することから、当該

業務委託に係る経費について債務負担行為の

設定をお願いするものです。 

 観光振興課は以上です。 

 

○松尾スポーツ交流企画課長 スポーツ交流

企画課でございます。 

 71ページをお願いいたします。 

 下段の観光費、２、観光客誘致対策費の

(1)市町村派遣職員人件費負担金は、県内市

町村からの派遣職員の人件費に対する負担金

でございます。 

 (3)ツール・ド・九州受入環境整備事業

は、国の交付金が不採択であったこと等に伴

う財源更正でございます。 

 続きまして、72ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 県民総合運動公園アクセス改善対策事業

は、ロアッソ熊本ホーム戦におけるシャトル

バス運行など、機動的な渋滞対策を年度当初

から準備、執行できるよう、債務負担行為の

設定をお願いするものでございます。 

 スポーツ交流企画課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から説明をお

願いいたします。 

 まず、久原企業局長。 

 

○久原企業局長 企業局関連の議案の概要に

つきまして御説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、予算関係と

しまして、電気、工業用水道及び有料駐車場

の３事業会計に係る補正予算をお願いするも

のでございます。 

 76ページをお願いします。 

 ３事業会計の補正予算をまとめた総括表で

ございます。 

 最下段の合計欄を御覧ください。 

 ３事業会計の収益的収支と資本的収支の合

計ですが、補正額として、収入総額で290万

円余の減額、支出総額で9,600万円余の増額

をお願いしております。 

 主な内容でございますが、３事業会計共通

の職員給与費の所要見込額を踏まえた補正の

ほか、電気事業会計における市房ダムや工業

用水道事業会計における竜門ダムの管理に係

る分担金の増額などがございます。 

 このほか、令和８年度当初から執行が必要

な業務の債務負担行為の設定をお願いしてお

ります。 

 詳細につきましては、この後、総務経営課

長が説明しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から説

明をお願いします。 

 

○馬場総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 令和７年度２月補正予算について御説明い

たします。 

 説明資料の77ページをお願いいたします。 

 電気事業会計の収益的収支でございます

が、上段の収益的収入の営業外収益は、児童

手当等に係る一般会計からの繰入金が減、下

段の収益的支出の営業費用は、市房ダム管理
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負担金等が増となっております。 

 78ページをお願いいたします。 

 電気事業会計の資本的収支でございます

が、資本的支出の建設改良費は、発電所設備

に係る工事費が減となっております。 

 79ページは、工業用水道事業会計の収益的

収支でございますが、上段の収益的収入の営

業外収益の増は、所管施設の電気料金高騰に

係る国交付金の増などによるものでございま

す。 

 下段の収益的支出の営業費用は、竜門ダム

管理分担金等が増、営業外費用は、企業債支

払利息の確定等により減となっております。 

 80ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業会計の資本的収支でござい

ますが、上段の資本的収入の補助金は、企業

債支払利息等に係る一般会計繰入金が増、下

段の資本的支出の建設改良費は、企業債支払

い利息等が増となっております。 

 81ページは、有料駐車場事業会計の収益的

収支でございますが、収益的収入の営業外収

益は、児童手当に係る一般会計繰入金が減と

なっております。 

 82ページ及び83ページは、電気事業会計の

債務負担行為の設定でございますが、新年度

４月１日から実施する発電所設備等の点検業

務などについて、年度内契約の必要があるこ

とから、それぞれ記載のとおり債務負担行為

の設定をお願いするものでございます。 

 84ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業会計の債務負担行為の設定

でございますが、工業用水道設備の保守点検

業務等について、電気事業会計と同様の理由

により、債務負担行為の設定をお願いするも

のでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 次に、労働委員会事務局

長から説明をお願いします。 

 浦田労働委員会事務局長。 

 

○浦田労働委員会事務局長 労働委員会事務

局でございます。 

 今回提案しております補正予算について御

説明いたします。 

 説明資料の86ページをお願いいたします。 

 当委員会の予算は、委員会費と事務局費で

構成されております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 まず、上段の委員会費ですが、労使紛争の

審査、あっせん等の実績に合わせ、委員報酬

の所要見込額304万円余の減額を計上してお

ります。 

 次に、下段の事務局費ですが、職員給与費

につきまして、現在の職員の配置に応じ、

553万円余の減額を計上しております。 

 以上、最下段のとおり、858万円余の減額

補正をお願いするものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 それでは、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○吉田孝平委員 31ページ、商工政策課でご

ざいますけれども、２番のトラック物流持続

的発展支援事業、これは、トラック協会の会

員さんしか、こういった事業を受けられない

のか。 

 それと、あと、１台当たり燃料の補助が４

万円と、軽貨物が、１台で１万2,000円の補

助があるということでございますけれども､

１社当たり何台まで支援を受けることができ
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るのか、そこを教えていただければと思いま

す。 

 

○佐藤商工政策課長 商工政策課です。 

 ただいまの御質問、２点ございました。 

 １点目ですけれども、この支援金につい

て、いわゆるトラック協会の会員だけが対象

になるのかといった趣旨の御質問だったかと

思いますけれども、これにつきましては、会

員以外の方でありましても、いわゆる貨物運

送業者として登録をされている方が対象にな

ってまいります。 

 また、２点目でございますけれども、トラ

ック１台当たり４万円、また、軽トラの場合

は１万2,000円ということで先ほど御説明を

いたしましたけれども、これにつきまして

は、１事業者当たりの上限額を300万円とい

うふうにしております。ですので、単純に、

全トラックが、４万円、軽トラじゃなくて、

通常のトラックだった場合には、大体75台相

当まで対象にするといったところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員 ありがとうございます。 

 トラック協会会員以外もオーケーというこ

とでございますけれども、こっちに事業所、

支店とかを置いている運送業者がいるんです

けれども、そういったのも対象にはなるんで

すかね、そこも教えてください。 

 

○佐藤商工政策課長 商工政策課です。 

 補助の詳細は、また細部は詰めますが、基

本的な考えとしては、県内に事業所を有する

運送事業者の方が対象になってくるというふ

うに考えておりますので、今の御質問であり

ますと、県内に事業所があれば、対象として

考えております。 

 

○吉田孝平委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 じゃあ、すみません、もう１つよろしいで

しょうか。 

 34ページ、商工振興金融課、商店街等売上

回復支援事業でございますけれども、すみま

せん、これは、１回使われると、同じ商店街

がもう１回、２年連続とか３年連続とか使え

るのか、そこを教えていただければと思いま

す。 

 

○村上商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 ただいまの御質問につきましてですけれど

も、今年度実施しております分につきまして

は、１商店街等当たり２回まで申請をいただ

いて可能ということでいたしておりました。 

 実は、来年度につきましては、これを３回

まで伸ばせないかなというふうにも考えてお

りまして、そういった形の支援を拡充したい

というふうな方向で今検討を進めておるとこ

ろでございます。 

 

○吉田孝平委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 ぜひ、継続していかないと、なかなか効果

がないと思いますので、継続できるようにお

願いします。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 ちょっと小さい話ですけれ

ども、資料、14ページ、自然保護課の野田課

長、説明欄の２と３あたりですよね。 

 昨年は、こちらはあまり影響はありません

でしたけれども、熊の出現によるいろいろな

被害があった。それを契機に、例えば、もと

もとですけれども、県内の市町村からも、な

かなか減らないとか、被害が大きいというの

で、ある程度の数の要望はあってるのかなと
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思っております。 

 そこで、具体的には、この説明欄の２の減

額の理由が、これは推進事業ですけれども、

国費補助率変更に伴う減というのは、この変

更というのが、これでいくと、県の負担が減

るから減額になっているのかというのと、次

あたり、これは特定外来生物、国庫内示減に

伴う減というのは、やっぱり、結構要望した

けれども、それぐらいの金額なり数が認めら

れなかったと、この時期は、ほかの事業を含

めて、ほかの部を含めて、大体減額で調整す

るところは出てくるんでしょうけれども、そ

の傾向、年内含めてですね、要望の数とかと

の関係をお伺いしたいと思います。 

 

○野田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 ２点質問いただきましたけれども、まず、

２番の鳥獣保護事務費につきましては、主に

野生イノシシの豚熱感染に関する血液検体採

取業務の委託でございまして、これが単価の

見直しがあっております。１頭当たり１万

7,000円だったものが、１頭当たり6,000円と

いうふうに、検査の単価が１万7,000円が

6,000円に変わったということで、これは国

の事情もございますので、やむを得ない措置

かと思っておりますが、そういったことで、

全体としては減になっております。 

 ２つ目の特定外来生物防除対策事業につき

ましては、これは、アライグマに関する話で

ございます。アライグマが、九州各県、特に

福岡、佐賀、大分辺りで大分増加しておりま

すが、本県も若干増加傾向にございますが、

それに関しまして、国のほうに、センサーカ

メラの購入でありますとか、わなの購入、あ

るいはＤＮＡ分析の個体調査、そういったも

のの要望をしておりましたけれども、これが

残念ながら満額はつきませんでしたので、そ

の予算の範囲内で、まずアライグマの回収業

務、これが一番大事だということで、回収業

務のほうに重点的に取り組むということで、

今対応しているところでございます。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 じゃあ、一番要望が多いであろう鹿とかイ

ノシシとか、それはこの３の(2)に入るんで

すかね。それとも、増減がないんでこれには

載ってないのか。 

 

○野田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 今御指摘のとおり、イノシシとか鹿に関し

ましては、この３の鳥獣保護対策の中の(2)

指定管理鳥獣捕獲等事業というのがちょっと

関連してまいります。 

 で、鹿、イノシシの捕獲に関しては、主に

３つの柱で事業展開しております。 

 １つは、狩猟期間において捕るという方

法、２つ目が、有害鳥獣駆除によって捕ると

いう方法、３つ目が、県自ら国の補助金を活

用して直接捕獲をする、実際は業者に委託を

する形になりますけれども、県が直接捕獲を

する方法を取っております。 

 その３つ目の捕獲に関する予算が、ちょっ

と満額つかなかったということで、予算の範

囲内で、期間の延長でありますとか、経費の

削減を図った上で事業に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 はい、結構です。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 

○髙島和男委員長 それでは、ただいまか

ら、本委員会に付託されました議案第１号、

第２号、第12号、第16号から第18号まで及び

第35号について、一括して採決したいと思い
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ますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外６件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外６件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、その他に入りますが、今定例会にお

いては、３月に後議分の委員会もありますの

で、本日は急を要する案件についてのみ質疑

をお願いします。 

 何かございますか。 

 

○松田三郎委員 質問したときに急を要しな

いと言われるとあれですが、これは、先ほど

上田商工労働部長の追加の総括説明に関して

質問すればよかったかもしれませんが、ここ

にも書いてありますように、これは商工に限

ったことじゃないとは思いますが、11月の定

例会での後半で、国のほうで経済対策補正予

算、非常にスケジュールがタイトな中、執行

部のほうも、県議会の閉会日に間に合うよう

に一部を追加上程をして、議会で承認をし

た。で、年が明けて１月15日にも、そこに間

に合わなかった部分を、臨時議会を開催して

議決をした。そして今回の補正、あるいは来

年度の当初と。で、ある意味非常に厳しいス

ケジュールの中で、皆さん頑張っていただい

た。 

 これは、全てとはもちろん言いませんけれ

ども、そこまでやったの――やったのにとい

うのはあれですけれども、なかなか、いろい

ろな団体にとか、あるいはこの物価高騰を含

めて、県民の皆様に、なかなか、どこのルー

ト、いろいろ団体を経由して委託した部分、

お願いをした部分によって濃淡はあるんでし

ょうけれども、あまりまだそういう話を聞か

ないとか、例えば一例で申請を受け付けて、

これいろいろな準備があるからやむを得ない

部分もあろうかと思いますが、商工労働部

に、どうもここの関係には補助金なり交付金

なり、重点支援交付金等々を使った事業が行

ってないらしいとかという話は聞こえてくる

もんですか。それと、言い方です。そこから

先はもうそれぞれの団体でやってくださいと

いうような感覚なのか、ちょっと、抽象的な

話で恐縮ですが。 

 要は、せっかく皆さん頑張って、あるいは

国も県も市町村も頑張って――頑張ってとは

ちょっと恩きせがましいですけれども、やっ

たのに、そこから先があんまり行き届いてな

いところがあるらしいというのを最近いろい

ろ聞きましたので、実態を反映しているのか

どうかも含めて、ちょっと入っている情報が

あれば教えていただきたいと思います。 

 

○上田商工労働部長 御質問にお答えしたい

と思います。 

 正直、肌感覚でしかないんですが、今日受

付を開始しました、例えば小規模事業者の持

続化補助金、今日は電話がもう鳴りやまず、

なかなか回線もつながらないという状態でご

ざいます。 

 他方で、先生のおっしゃったとおり、どう

いうメニューがあるんですか、私たちは使え

るのかどうか分からないとか、どこに問い合

わせたらいいのか分からないというような状

況があって、なかなか関心の高い方と、関心

が高いけれどもあんまりチャネルをお持ちじ

ゃない方と、情報の行き届き方に違いがある

のは事実だろうと思っております。 

 私ども、各団体、商工団体、経済団体、そ

れから関係市町村、被災の関係だと被災した

市町村、そういうところには、テレビ、新

聞、それからラジオ、それから市町村の広報

誌とか、なるべく一番末端まで届くような情

報手段を使って広報、周知をやっているんで
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すが、なかなかやっぱりたどり着けない方が

いらっしゃるので、そういう方々もいるとい

う前提で、関係先には私どもも日常から連

絡、手配をお願いしているところでございま

すが、やっぱりまだまだ、メニューが一遍に

どおんと出て、どっちも使えると、例えばＤ

Ｘもあると。じゃあ私たちは何を使ったらい

いんだろうという、本当にきめ細かい一番い

いものの選択をして、予算に限りがあるんだ

ったら早く手を挙げなきゃとか。 

 例えば、よく聞きますのが、ちょっと外れ

るかもしれませんが、例のプレミアムつき商

品券、これもやっぱり、プレミア率が熊本市

なんか４割で、あるところはそれにさらに１

割上乗せで募集したところ、もう朝の４時、

５時ぐらいから行列で、買いたいと思って行

ったけれども、売り切れだと、そういうこと

もございますので、やはり、本当にきめ細か

いところまで各団体と密に連携して、タイム

リーに、やっぱり引き続き地道にやっていく

しかないかなというふうに思っております。

頑張ってまいります。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 以前からも部長にはそうい

うお願いをして、いろいろなチャネルを通じ

て、周知徹底なりしていただいているのは評

価したいと思います。 

 そこから先は、なかなか皆さんから言いに

くいとは思いますが、やっぱり何かしようと

思う人は、そっち側も努力していただいて、

いろいろ調べて、熊本市の商品券は別とし

て、あれはちょっとどうかなと思いますけれ

ども。やっぱそれなりの努力を多少してもら

わないと、黙っとって、何かいい事業なり、

あれがこぼれ落ちてくるという時代でもない

とは思いますので、そこは、我々が、ある意

味では、別の手が届かない方にも、団体に

も、周知徹底をお願いしていくというのを一

方ではしなきゃいけないかなと思っておりま

す。 

 あと、すみません、これも私の中では急を

要すると思いますので。 

 今日、我々の手元にありますこの要望書の

――これは循環社会推進課になるかなと思い

ますけれども、津奈木町のお話が出ておりま

す。 

一方、先週ですか、たまたま私テレビ見と

りましたら、二見町で八代――これは部長が

一番あれかもしれませんが、八代の二見町で

の、そこに、議長宛てに何か要望なさった

と。 

これは、やっぱり規模とか種類が違います

ので、一概には言えないと思いますが、かつ

て我々も、一般廃棄物じゃなくて産業廃棄物

に関する処分場の建設等々、それは県内でも

いろいろあったとは思いますが、ちょっと久

しぶりなんで、制度として、法律があって、

条例があってでしょうけれども、産業廃棄

物、一部ある部分の設置をする場合、法律

上、いろいろ要件があると思うんですよね。

要は、県として、そういう要件がそろってい

る前提で、なおかつ何か裁量的に判断を加え

て許可、不許可ができる類いなのか、もしく

は、もうそろってたら許可せざるを得ないの

かというのが１点と、その場合、たしか、地

元住民の説明会というのは、要件とか必須の

条件であったと思いますが、仮に地元が反対

しているという場合に、地元の捉え方にもよ

るんでしょうけれども、その場合、それを理

由に許可しないということができるのかとい

うところは、今日じゃなくても結構ですけれ

ども、これ、次の後議分までにちょっと事態

が動くこともあるのかなと思いますので、私

だけか、ほかの委員の先生にも参考までに、

そういう手続の中身をちょっと教えておいて

いただければと思います。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 
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 御質問の件なんですけれども、津奈木は、

産業廃棄物の焼却炉で、二見のほうは、安定

型の最終処分場ということになります。 

 いずれも、廃棄物処理法上で、許可する場

合の知事の裁量権はございません。あくまで

も、許可の要件を満たせば許可をしなきゃな

らないと、そういった類いの法律というふう

になっております。 

 ただ、その中で、大きく、要件として、１

点目は、法律の基準を守られているかどう

か。これは、通常申請がなされていれば、そ

の基準は大体守られている形で提出はされま

す。 

２点目、周辺環境に配慮された計画である

かどうか。この２点目というのが、ある幅は

持っているところでございまして、事業者の

計画が、その周辺住民のいろんな懸念も含め

て、環境に配慮されたものであるかどうか、

そこが一つ判断するポイントにはなってくる

かと思います。 

 あと、もう１点、地元の住民の方々の反対

をもって不許可とできるかということに関し

ましては、最初の御質問でのお答えのとお

り、その類いの裁量権はございません。あく

までも許可要件を満たすかどうかというとこ

ろになります。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 基本的には裁量権がないということですの

で、例えばですよ、今日はマスコミもインタ

ーネットもありますので、なかなか、それ以

上私も聞くつもりありませんし、課長も言い

にくい部分もあるんだろうと思っておりま

す。 

 ただ、これは毎回そうですが、県、だから

最終的には知事ですよね。例えば要望が出て

いるように、何か県がいろいろ考えてやれ

ば、許可もできる、不許可にもできるという

ような誤解がこの事前にあるならば、かなり

期待が上がって、許可せざるを得ない場面で

許可をしたという、ちゃんと手続を回ったと

しても、何か非常に批判されそうな状況がだ

んだんだんだん出てくるのではないかと、か

といって県に、前もって言い訳をして、今の

ように、条件がそろえば許可せざるを得ない

んですよというのを、前もってアナウンスす

るというのは非常に不自然かもしれません

が、そういう状況をちょっと心配しますの

で、またいろいろ、中身についても個別にお

尋ねしたいと思いますので。ちょっと心配を

してお尋ねしたということでございます。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかに何かありません

か。 

 

○髙木健次委員 先ほど脇部長から、観光客

が161万から147万人増えたということで、非

常に日本に対する観光客が、今書いてある韓

国、台湾、多いんですよね。他県では、オー

バーツーリズムとか、観光客による事故です

よね、いろいろ各地で増えているというよう

な状況もあるんですね。 

 一番悲しいことは、もう一月前でしたか

ね。阿蘇の火口でヘリコプターが墜落をし

て、犠牲者が３名出ているというような状況

で、場所が場所だけに、非常に救難ていいま

すか、遺体を上げて元に戻すと、地上に連れ

てくるということができてない。東京消防庁

あたりからもちょっと応援が来たんですけれ

ども、今の技術ではどうしてもできないとい

うような状況で、これは阿蘇を観光地とする

熊本県からしても、非常に国際的にもちょっ

と大きな問題になるのかなという感じもする

んですよね。 

 非常に観光客が増えている中で、各地観光

客でそういう事故がないように、やっぱり観

光振興を図る上では、その辺に非常に注意を

払っていかなければ、今からの時代は、どん
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どんどんどん観光客増えておる状況ですか

ら、その辺は、部長の感覚として、どういう

ふうにやりたいというのは、この辺について

の意見というのはありますかね。 

 

○脇観光文化部長 ちょうど１か月前の、阿

蘇でのヘリコプター事故というのは大変不幸

なことでありまして、なかなかやっぱり避け

られる、避けられないというのはいろいろあ

ったと思うんですけれども、当然、その事故

の影響で、今火口に入ることは非常にできな

いような状況になっています。 

 ただ、これまでは、先が見えないという

か、どういう形で取り組んだらいいのかとい

う話がなかなか先に進まなかったところが、

報道によりますと、ある程度、人は入らない

けれども、重機含めて何か今から検討を進め

るという話になってますので、少し前に進ん

でいくんじゃないかなというふうに期待をし

ているところです。 

 当然、今、委員御指摘のとおり、阿蘇に限

らず、お客様が大変増えております。例え

ば、車での接触事故も含めて、幾つかやっぱ

り、人が増えてくれば事故があっております

ので、我々としても、そこは懸念をしている

ところではございます。 

 ですので、やっぱり、いろいろな観光地

に、当然、一つは、集中をせず、いろんなと

ころに多様な観光資源、いろいろありますの

で、阿蘇、天草、人吉、それから山鹿、玉名

とかいう形で、八代もそうですけれども、あ

りますので、こういったところにできるだけ

分散してお客様に行っていただくような形で

我々としてもしっかりとしたプロモーション

活動もしていかなきゃいけないと思っており

ますし、また、看板や道路の整備等々にしっ

かり配慮させていただきながら、関係部局と

も一緒になって、できるだけ安心、安全に皆

様がアクセスできるように努めていきたいな

というふうに思っています。 

 特に、できるだけ公共交通機関みたいなも

のをしっかりと使っていただいて、できるだ

け混雑、それから事故がないように努めてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 阿蘇のヘリコプターの墜落

は、一つはちょっと特異な事故で、ヘリコプ

ターに観光客が乗ったということで、ただ、

やっぱり私も、阿蘇火口をセスナで１回飛ん

だことあるんですね。やっぱり飛ぶときに、

ここに落ちたらどうしようかなという感じが

してね、とても心配しましたけれども、観光

客は、やっぱり阿蘇の火口を見たいとか、そ

ういうことに駆られて、やっぱりヘリコプタ

ーあたりに乗るんでしょうけれども、運用す

る会社ですよね、ここあたりも、この辺は特

に、観光立県熊本県としては、そういう警

告、その辺は――火口の真上を飛んだりと

か、やっぱり周辺に近づいての運航というも

のは、しっかりとあれをするべきじゃないの

かなという感じがするんですよね。大きな事

故になっておりますけれども、これからの熊

本の観光を支えていくためにも、この辺は一

番重要なことではないのかなというふうに思

いますので、その辺はしっかり取り組んでい

ただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第８回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時25分閉会 
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